
政
令
第

号

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
海
上
運
送

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
八
、
第
二
十
三
条
の
三

十
二
、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
九
第
一
項
並
び
に
海
上
運
送
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
四
条
）

―

第
二
章

経
過
措
置
（
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
海
上
運
送
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
一
条

海
上
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二

法
第
二
章
の
二
第
一
節
（
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

第
四
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
一
条
を
削
る
。

第
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
」

に
、
「
資
格
に
つ
い
て
の
」
を
「
資
格
に
係
る
」
に
改
め
、
「
者
を
」
の
下
に
「
当
該
小
型
船
舶
に
」
を
加
え
、
同
条
た
だ

し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



た
だ
し
、
当
該
小
型
船
舶
が
事
業
用
小
型
船
舶
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
操
縦
免
許
は
、
特
定
操
縦
免
許
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
小
型
船
舶
操
縦
者
と
し
て
乗
船
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
の

乗
船
基
準
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

技
能
限
定
を
し
た
操
縦
免
許
を
受
け
た
者

そ
の
乗
船
す
る
小
型
船
舶
が
そ
の
限
定
を
さ
れ
た
区
域
の
み
を
航
行

し
、
そ
の
限
定
を
さ
れ
た
大
き
さ
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
限
定
を
さ
れ
た
出
力
の
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

小
型
船
舶
の
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
限
定
を
し
た
操
縦
免
許
を
受
け
た
者

そ
の
乗
船
す
る
小
型
船
舶
が

そ
の
限
定
を
さ
れ
た
小
型
船
舶
の
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
限
定
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
適
合
し
て

航
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

履
歴
限
定
を
し
た
特
定
操
縦
免
許
を
受
け
た
者

そ
の
乗
船
す
る
事
業
用
小
型
船
舶
が
そ
の
限
定
を
さ
れ
た
区
域
の

み
を
航
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
乗
船
基
準
）
」
を
付
す
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
の
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
四
の
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
七
条
の
四
の
見
出

し
、
第
十
七
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
の
十
か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
、
第
十
七
条
の
十
三
第
一
項
及

び
第
十
七
条
の
十
四
の
項
及
び
第
十
七
条
の
四
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
七
条
の
四
及
び
第
十
七
条
の
九
の
項
中
「
第
二
十

三
条
の
三
十
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
四
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一

項
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の
五
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
十
七
条
の
七
か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
、
第
十
七
条

の
十
三
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
十
四
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
七
条
の
五
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
」
を
「
第
二
十

三
条
の
三
十
四
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
表
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
項
及
び
第
十
七
条
の
十
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
七
条
の
十
一
第
一
号
の
項
中
「
第
二
十
三

条
の
三
十
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
四
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第

二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の
十
一
第
二
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
一
第
三
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
一
第
四

号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
四
及
び
第
十
七
条
の
十
五
第
三
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
四
及
び
第
十
七
条
の
十
五
第
四
号
の

項
、
第
十
七
条
の
十
五
第
二
号
の
項
及
び
第
十
七
条
の
十
五
第
五
号
の
項
を
削
り
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の



項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
二
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項

前
条
の
規
定

第
二
十
三
条
の
三
十
三
の
規
定
及
び
第
二
十
三

条
の
三
十
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条

の
三
十
三
の
規
定

第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
第

第
二
十
三
条
の
三
十
二

第
二
十
三
条
の
三
十
四

二
号

第
九
条
の
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三

条
の
三
十
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
事
務
」
を
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
の
実
施
に
関
す

る
事
務
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の

三
十
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
」

を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
実
施
機
関
」
を
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新

講
習
を
行
う
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
三
号
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
三



号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
四
号
の
項
中
「
第
二
十

三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
三
項
第
四
号
」
に
、
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
事
務
」

を
「
登
録
操
縦
免
許
証
更
新
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
項
中
「
第
二

十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
三
条
の
三

十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
六
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
八
の
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
七
条
の
四
及
び
第

十
七
条
の
九
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の

五
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七

条
の
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十

登
録
海
技
免
許
講
習
を

登
録
小
型
船
舶
教
習
所
に
お
け
る
小
型
船
舶
操

縦
者
の
教
習
を

第
八
条
の
表
第
十
七
条
の
十
一
第
一
号
の
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
第

二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の
十
一
第
二
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
一
第
三
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
一
第
四



号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
五
第
二
号
の
項
、
第
十
七
条
の
十
五
第
三
号
の
項
及
び
第
十
七
条
の
十
五
第
四
号
の
項
を
削
り
、

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
（
法
第
二

十
三
条
の
三
十
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
登
録
特
定
操
縦
免
許
講
習
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
七
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
登
録
特
定
操
縦
免
許
講
習
機
関
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
七
条
の
四
及
び
第
十
七
条

第
十
七
条
の
二
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項

の
九

第
十
七
条
の
五

第
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
第
二
号
か
ら
第

か
ら
第
五
号
ま
で

四
号
ま
で



第
十
七
条
の
六
（
見
出
し
を
含

登
録
海
技
免
許
講
習
事
務
規
程

特
定
操
縦
免
許
講
習
事
務
規
程

む
。
）

第
十
七
条
の
十
一
、
第
十
七
条

第
四
条
第
二
項

第
二
十
三
条
の
二
十
五

の
十
四
並
び
に
第
十
七
条
の
十

五
第
一
号
及
び
第
四
号

第
十
七
条
の
十
一
第
一
号

第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
、
第
三

又
は
第
三
号

号
又
は
第
四
号

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
小
型
船
舶
及
び
基
準
）

第
十
三
条

法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
小
型
船
舶
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
型
船
舶
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
小
型
船
舶
と
す
る
。

一

機
関
長
を
乗
船
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
小
型
船
舶

帆
船
以
外
の
小
型
船
舶
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域

を
航
行
す
る
も
の



二

通
信
長
を
乗
船
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
小
型
船
舶

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
小
型
船
舶

イ

別
表
第
一
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す
る
通
則
３
に
規
定
す
る
無
線
電
信
設
備
を
有
す
る
小
型
船
舶
（
ロ
に
掲
げ
る

小
型
船
舶
を
除
く
。
）

ロ

別
表
第
一
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す
る
通
則
４
に
規
定
す
る
無
線
電
信
等
を
有
す
る
小
型
船
舶
で
あ
つ
て
旅
客
船

（
十
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
を
い
う
。
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

国
際
航
海
（
一
国
の
港
と
他
の
国
の
港
と
の
間
の
航
海
を
い
う
。
次
項
第
二
号
イ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い

(1)
て
同
じ
。
）
に
従
事
し
な
い
小
型
船
舶
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
の
み
を
航
行
す
る
も
の

次
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
資
格
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
資
格
に
係
る
海
技
免
状
を
受
有
し
て
い
る
者
が
、
小
型

(2)
船
舶
操
縦
者
又
は
機
関
長
と
し
て
乗
船
す
る
小
型
船
舶

２

法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
型
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
船
舶

六
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
資
格
に
係
る
海
技
免
許



を
受
け
た
者
を
当
該
小
型
船
舶
に
機
関
長
と
し
て
乗
船
さ
せ
る
こ
と
。

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
船
舶

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
小
型
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
若
し
く
は

ロ
に
定
め
る
資
格
又
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の
資
格
に
係
る
海
技
免
許
を
受
け
た
者
を
当
該
小
型
船
舶
に
通
信
長
と
し
て

乗
船
さ
せ
る
こ
と
。

イ

前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
小
型
船
舶

次
の
表
の
小
型
船
舶
の
欄
に
掲
げ
る
小
型
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
資
格
の
欄
に
定
め
る
資
格

小

型

船

舶

資

格

漁
船
以
外
の
小

国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
も
の

二
級
海
技
士
（
通
信
）

型
船
舶

国
際
航
海
に
従

沿
海
区
域
又
は
近
海
区
域
を
航
行
区

二
級
海
技
士
（
通
信
）

事
す
る
も
の

域
と
す
る
も
の

遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の

一
級
海
技
士
（
通
信
）

漁
船
で
あ
る
小

電
気
通
信
業
務
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年

三
級
海
技
士
（
通
信
）

型
船
舶

法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
電
気



通
信
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
取
り
扱
わ
な
い
も
の

電
気
通
信
業
務
を
取
り
扱
う
も
の

二
級
海
技
士
（
通
信
）

ロ

前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
小
型
船
舶

別
表
第
一
第
五
号
㈠
の
表
の
船
舶
の
欄
に
掲
げ
る
船
舶
（
小
型
船
舶
に
限

る
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
資
格
の
欄
に
定
め
る
資
格

別
表
第
一
中
「
（
第
五
条
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
」
を
加
え
、
同
表
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す
る
通
則
２
中
「
第
三
号

の
表
㈠
の
表
」
を
「
第
三
号
㈠
の
表
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
十
一
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。

（
船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
四
条

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
第
百
十
八
条
の
四
第
四
項
の
項
中
「
第
百
十
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
百
十
八
条
の
六
第
四
項
」

に
改
め
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
五
条

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
小
型
船
舶

旅
客
不
定
期
航
路
事
業
に
係
る
航
路
の
起
点
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
が
行
う

も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
に
安
全
統
括
管

理
者
資
格
者
証
の
交
付
等
に
関
す
る
職
権
を
追
加
す
る
等
海
上
運
送
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と

と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


